
３１第２９号議案  

 

教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則の一部改正について 

このことについて、教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則を一部

改正したいので、別添案を添えて請議します。 

令和元年１１月５日提出 

 

教育長 長 谷 川  洋   

 

説 明 

この案を提出するのは、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律」（令和元年法律第３７号）が施行される

ことに伴い、関係規定の所要の改正を行う必要があるからである。 

 

 



教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則 

の一部を改正する規則の概要 

 
１ 改正の概要 
  教育職員免許法の一部改正に伴う規定の整理 

 
２ 改正の理由 

成年被後見人等に係る欠格条項の見直しを図ること等を目的とする成年被後見人

等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（令

和元年法律第 37 号）による教育職員免許法の一部改正（2019 年６月 14 日公布、2019

年 12 月 14 日施行）により、教員免許状を取得する際の欠格条項から「成年被後見人

又は被保佐人」が削除されること等に伴い、規定の整理を行うもの。 

 
３ 改正の内容 

  現行規則の様式第３「誓約書」において、「成年被後見人又は被保佐人」の規定を

削除する改正を行う。 

 
４ 施行期日 

2019 年 12 月 14 日 
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 教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。  

  令 和 元 年   月   日  

愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長  長 谷 川  洋  

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第   号  

教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則

第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 式 第 三 中                を              に 改 め る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。  

「  

」 

「  
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